
（令和７年４月１日）

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間

免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

1 24,300 円未満 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

2
24,300 円以上
 48,600 円未満

免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

48,600 円以上
 57,700 円未満

免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

57,700 円以上
 60,700 円未満

免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

4
60,700 円以上
 77,101 円未満

免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

5
77,101 円以上
 84,900 円未満

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限） 免除 免除

6
84,900 円以上
 97,000 円未満

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限）

減免
（4,900円上限） 免除 免除

7
97,000 円以上
 115,000 円未満

実費 実費
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限） 免除 免除

8
115,000 円以上
 133,000 円未満

実費 実費
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限） 免除 免除

9
133,000 円以上
 151,000 円未満

実費 実費
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限） 免除 免除

10
151,000 円以上
 169,000 円未満

実費 実費
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限） 免除 免除

11
169,000 円以上
 211,201 円未満

実費 実費
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限） 免除 免除

12
211,201 円以上
 301,000 円未満

実費 実費
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限） 免除 免除

13
301,000 円以上
 397,000 円未満

実費 実費
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限） 免除 免除

14 397,000 円以上 実費 実費
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限）
減免

（4,900円上限） 免除 免除
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※同時入所とは、同一世帯の小学校３学年修了前の児童が、小学校、保育所(園)、幼稚園、認定こども園､地域型保育事業、特別支援学校幼稚

　副食費の階層の決定方法
　(1) 副食費の算定対象者
　　階層区分は入園児童と生計を一にしている父母の市町村民税額の合計額で決定します。
　　(父母の副食費算定対象年分の所得金額の合計が48万円以下で、祖父母等と同居（世帯分離含む。）している場合は、祖父母等
　　を家計の主宰者とし、副食費算定の対象とすることがあります。)

　(2) 副食費の算定対象となる市町村民税額の年度
　　４月から８月の副食費は令和６年度の市町村民税額(令和５年中の所得)、９月から翌年３月の副食費は令和７年度の市町村民税
　　額(令和６年中の所得)により決定します。

　(3) 税控除の取扱いについて
　　市町村民税額を計算する際、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入等特別税額控除、寄付金税額控除等)は適用されませ
　  ん。

☆　副食費徴収額は各園によって異なりますので、園にお問い合わせください。公立園の１号認定児は3,600円です。

　部、児童発達支援､医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設のいずれかを同時に利用してい
　る場合。

Ａ階層 生活保護世帯

Ｂ階層 市町村民税非課税世帯

Ｃ階層 市町村民税均等割のみ課税世帯

令和７年度高岡市副食費徴収基準額表（１号）

階層
区分

月　額

３～６歳の子ども(３歳の誕生日を迎える前日より対象)

１人目 ２人目 ３人目以降
同時入所

３人目以降※

各月初日の入園児童の
属する世帯の階層定義

お問合先
子ども・子育て課 給食指導係 Tel ２０－１３７８


